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本市では、 性別に関わら ず、 すべての人が共にいき いき と 輝く ま ちづく り を 推進する た

め、 こ れま で５ 次にわたる 男女共同参画基本計画を 策定し 、 男女共同参画社会の実現に向け

た様々な取組を進めてま いり ま し た。  

その結果と し て、 男女共同参画の意識改革は着実に進んでおり ま すが、 実際の仕事、 家事

及び育児等の現場では、 未だ性別によ る 役割の偏り が見ら れる など 、 意識の変化が必ずし も

行動の変化に結びついていないと いう 課題があり ま す。  

ま た、 令和６ 年４ 月に「 困難な問題を 抱える 女性への支援に関する 法律」 が施行さ れたこ

と に伴い、 困難な問題を抱える 女性へのき め細やかな支援が求めら れていま す。  

一方、 若者・ 特に女性の大都市圏への転出超過の状況を 踏ま える と 、 今後と も 、 本市が若

者・ 女性に選ばれる ま ちと なる よ う 、 女性が働き やすく 働き がいある 環境づく り への取組や

家庭における 男女共同参画の推進など 、 あら ゆる 場面においてジェ ン ダー・ ギャ ッ プの解消

が求めら れていま す。  

今回策定し た第６ 次沼津市男女共同参画基本計画では、 すべての人が人権を 尊重さ れ、 性

別や性のあり 方を 問わず互いに支え合う と と も に、 社会的・ 経済的格差のない実質的な機会

の平等を 確保し 、 個々の能力を 発揮し ながら 多様な生き 方を 選択でき る 男女共同参画社会の

実現に向けた取組の更なる 推進を 図る こ と と いたし ま し た。  

本計画の推進にあたっては、 市、 市民、 事業者及び市民団体が、 男女共同参画の現状と 課

題についての理解を 深め、 それぞれの主体が積極的に施策へ参画する こ と が重要であり ま

す。 こ れま での皆様のご尽力に感謝する と と も に、 よ り 一層のご理解と ご協力を 賜り ま すよ

う お願い申し 上げま す。  

結びに、 本計画の策定にあたり ま し ては、 沼津市男女共同参画推進委員会の委員の皆様を

はじ め、 市民の皆様、 関係者の皆様に貴重なご意見を いただき ま し たこ と を 心から 感謝を 申

し 上げま す。  

 

令和８ 年３ 月         

沼津市長  賴重 秀一   
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